
 

健生食輸発0219第１号 

令和８年２月 1 9 日 

 

 各検疫所長 殿 

 

健康・生活衛生局食品監視安全課  

輸入食品安全対策室長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

食品衛生法第26条第３項に基づく検査命令の実施について 

（中国産そばのハロキシホップ及びにんじんのジメトモルフ並びにベトナム産赤

とうがらしのプロピコナゾール） 

 

標記については、令和７年３月 28 日付け健生食輸発 0328 第１号（最終改正：

令和８年２月 16 日付け健生食輸発 0216 第１号）により通知したところである。 

今般、中国産そばのハロキシホップ及びにんじんのジメトモルフ並びにベトナム

産赤とうがらしのプロピコナゾールについて、食品衛生法第23条に基づく輸入食

品監視指導計画の検査命令の解除要件を満たすことから、同通知の別添１を下

記のとおり改正するので、御了知の上、関係事業者等への周知方よろしくお願い

する。 

 

記 

 

１．別添１の中国の項中、 

製品検査の

対象食品等 

条件 検 査 の

項目 

試験品採取の方法 検査の方法 検査を受けることを

命ずる具体的理由 

そば（粉を

含む。） 

－ ハ ロ キ

シ ホ ッ

プ 

(１)容器包装に入

れられたものにつ

いては、別表１の

３によること。 

(２)本船にバルク

形態で積載された

ものについては、

次のとおりとす

る。①ハッチにお

いてサンプリング

を行う場合、上部、

平成17年1月24

日付け食安発第

0124001号「食品

に残留する農

薬、飼料添加物

又は動物用医薬

品の成分である

物質の試験法に

ついて」による

こと。  

基準値（0.01ppm）を

超えるハロキシホッ

プが検出されるおそ

れがあるため。 



 

を削除し、同項中の 

 

 

 

中部、下部の各層

において15ヵ所か 

ら計10kg以上を採

取したものを縮分

して１kgとし、１

検体とする。②サ

イロ又はハシケ

（以下「サイロ等」

という。）において

サンプリングを行

う場合には、ハッ

チの上部、中部、下

部を搬入するサイ 

ロ等のうちそれぞ

れの任意の１サイ

ロ等において、搬

入する直前におい

て適正な時間的間

隔を持って15回計

10kg 以上を採取 

したものを縮分し

て１kgとし、１検

体とする。③コン

テナによるバルク

形態で輸入される 

食品については、

ロットを代表する

任意の１コンテナ

内の上部、中部、下

部の計15か所から

計10kg以上を採取

したものを縮分し

て１kg、１検体と

すること。  



 

を 

 

製品検査の

対象食品等 

条件 検査の項

目 

試験品採

取の方法 

検査の方法 検査を受けることを命

ずる具体的理由 

にんじん及

びその加工

品（簡易な

加 工 に 限

る。） 

－ メピコー

トクロリ

ド 

別表１の

３による

こと。  

平成17年1月24日付け

食安発第0124001号

「食品に残留する農

薬、飼料添加物又は動

物用医薬品の成分で

ある物質の試験法に

ついて」によること。 

基準値（0.01ppm）を超

えるメピコートクロリ

ドが検出されるおそれ

があるため。 

 

に改め、 

 

２．別添１のベトナムの項中、 

を 

製品検査の

対象食品等 

条件 検査の項目 試験品採

取の方法 

検査の方法 検査を受けることを

命ずる具体的理由 

にんじん及

びその加工

品 （簡易な

加 工 に 限

る。） 

－ ジメトモル

フ 

メピコート

クロリド 

別表１の

３による

こと。  

平成17年1月24日付

け食安発第0124001

号「食品に残留する

農薬、飼料添加物又

は動物用医薬品の成

分である物質の試験

法について」による

こと。 

基準値（0.01ppm）を

超えるジメトモルフ

及び基準値（0.01ppm）

を超えるメピコート

クロリドが検出され

るおそれがあるため。 

製品検査の

対象食品等 

条件 検査の項目 試験品

採取の

方法 

検査の方法 検査を受けることを命

ずる具体的理由 

赤とうがら

し及びその

加工品 （簡

易な加工に

限る。） 

－ エトキサゾー

ル 

プロピコナゾ

ール 

別 表 １

の ３ に

よ る こ

と。 

平成17年1月24日

付 け 食 安 発 第

0124001号「食品に 

残留する農薬、飼

料添加物又は動物

用医薬品の成分で

ある物質の試験法

について」による

こと。 

基準値（0.01ppm）を超

えるエトキサゾール及

び基準値（0.01ppm）を

超えるプロピコナゾー

ルが検出されるおそれ

があるため。 



 

製品検査の

対象食品等 

条件 検査の項目 試 験 品

採 取 の

方法 

検査の方法 検査を受けることを命

ずる具体的理由 

赤とうがら

し及びその

加工品（簡

易な加工に

限る。） 

－ エトキサゾー

ル 

別 表 １

の ３ に

よ る こ

と。 

平成17年1月24日

付 け 食 安 発 第

0124001号「食品に 

残留する農薬、飼

料添加物又は動物

用医薬品の成分で

ある物質の試験法

について」による

こと。 

基準値（0.01ppm）を超

えるエトキサゾールが

検出されるおそれがあ

るため。 

 

に改める。 


